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ひとこと

　“だれひとリ望まない戦争だのに、どの国も戦争へ突っ走ってしま

った．もう絶望だ。”湾岸情勢が遂に熱い戦闘に突入した日のデクレ

ヤル国連事務総長の岬くようなコメントが忘れられない。素朴な市

民の願いと国家の意志の間にボッカリ開いた深く暗い淵を覗く思い

である。戦闘そのものは意外に早く終焉を迎えた。攻撃側は、奇跡

的ともいえる人員の損傷の少なさを誇示する。しかし、相手方の非

戦闘員もふくむどれだけの死者が出たのかは発表されない。そして

それに続く内乱状態の中で、今も子どもや母親たちが戦火に追われ

ている。第一あの戦争で使われた武器は、実は当の連合国側か政府

間開発援助いわゆるODAの倍額にものぼる巨費て売リ付けたものだ

という、今世紀最も愚劣なつラックユーモアのおまけまてついてい

るのてある、

　児童の権利条約が成立し、71力国の元首や首相が集まって児童の

ためのサミットが開かれるその一方で大人たちはなんとも遣リ切れ

ぬ愚挙を繰リ返す。児童の置かれた現状を、世界のトッブレベルの

政治家に向けられた最大の挑戦として受けとめるというサミットの

宣言がなんと虚しく響くことか。

　「世界の児童と母性』30号は、その重たい現実と社会の責任をなお

も鋭くわれわれに突き付けて止まない。あるいはそれ故にこそ小誌

の存在理由もいや増すのてあろうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・福田垂穂



児童問題15年の流れ
本誌30号を振り返って

特 集
児童養育の新たな展開一

一一問われる社会の責任

　　　　　　　よ，く　　だ　　たり　　ほ

明騨院大学搬福田垂穂

　第一次石油ショックをどうにか乗り切った1975年

晩秋、本誌「世界の児童と母性」が誕生した。海外

渡航は勿論自由化されていたものの、社会福祉施設

の職員が外国を訪れる機会も、海外の福祉事情に関

する情報量も少なかった頃である。現場のみならず、

研究者や隣接領域の人々からも、本誌が内外を広く

カバーする、福祉の専門情報誌として歓迎された所

以である。巷には“およげたいやきくん”の童謡が

何故か大人たちの間にも流行していた。型にはめら

れ、なにかをぎゅうぎゅう詰めこまれ、じりじり焼

かれる思いのサラリーマンの悲哀が、鯛焼きの姿に

重ねられていたのかも知れなV㌔それは同時に、厳

しい経済的競争社会のなかに、児童までも組み込ま

れざるを得ない暗い予感の歌でもあったのだ。

　事実、その頃から偏差値による所謂輪切りが児童

の進路を一層決定づけ、同時に学校からの落ちこぼ

れや校内暴力、家庭内暴力、荒れる卒業式などが社

会問題として浮上してくる。3年B組金八先生が人気

を呼ぷのも、人間的触れ合いを求める中学生の気持

ちをいち早く察したTV界のアンテナだったろうか。

　そんな折、国際児童年がやって来るe国連の児童

権利宣言採択20周年を記念して、各国が児童の現状

を点検し児童福祉政策の強化と国際協力を呼び掛け

たこの年は、国連の定める各種国際年のなかでも成

＊あの頃・あの時、子どもと家族の15年

1975年　「世界の児童と母性」創刊

　　　「およげ！たいやきくん」

　　　乱塾
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インベーダーゲーム

　　　　　　　　　4まんが文字
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アニメ「銀河鉄道999」

漫画「ドラエもん」
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校内暴力
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漫画「アラレちゃん」

「窓ぎわのトットちゃん」

指示待ち世代

ガンダムフィーパー

キッチンドリンカー
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世界の児童と母性

果を挙げた年だとされる。特に、児童の権利条約の

原案をポーランドが提案し条約制定への作業が具体

化したことは忘れられないできごとであった。

　わが国でも、この年を契機として新しい国際的な

プログラムが児童福祉の分野でも始まっておt）、資

生堂社会福祉事業財団も海外派遺視察団に加えてア

ジア民間施設職員の招聴事業を開始している。

　また、続発する新しい児童問題に応えて、本誌の

編集スタイルも修正を試み、毎号特集を組むことに

なったc最初に取り上げたのは片親家庭であったe

母子父子世帯を含め単親家庭の問題が国としても関

心事だったからである。子どもの文化活動、子ども

と暴力、子どもとコミュニティ、子どもと家庭、と特

集は続く。1980年代に入ると“いじめ”が深刻化、

1985年には文部省が初の全国調査を行う。“窓ぎわの

トットちゃん”ブームは、のびのびした教育がまだ

許されていた戦前の一時期への郷愁だったのか。一

方では“積木崩し’tが評判になる。親子、教師と生

徒、友だち同士いずれのあいだにも積極的人間関係

が成立しなくなり始めていたのだ。

　超高齢化社会の到来が確実に予測され、反面夫婦

揃って専門職に就きながら子どものいないダプルキ

ャリアマリッジのディンクスもアメIJカと同じ傾向

を示し始めた。新生児数は124万とベビープーマーの

46パーセントにまで落ち、児童の孤立化社会化の遅

れが目立ち始めた。国も地方自治体も漸くすべての

児童健全育成の重要性の再認識を迫られた。1985年

には全国児童館のナショナルセンターとしての、「こ

どもの城」が発足している。また次第に家庭支援対策

強化が叫ばれ、保育所や養護施設等の児童福祉施設

が、地域の中で子育てを援ける役割を採りながら新

しい生活スタイルや家庭の機能の変化に応じて、こ

れを社会的に支えて行くサービスを展開しようと試

みている。これは単にわが国だけの現象ではない。

1988年にはイギリス、1989年にはオーストラリア、

1990年にアメ1）カがあいついで新児童法を成立させ

たのも、国連の児童権利条約が満場一致で1989年に

採択されたのも、児童問題への世界的関心の高まりと

深刻さの反映でもあるのだ。われわれへの挑戦は止

まない。

1983年

1984年

1985年

1986年

まんが教科書

いじめ11幡壷ピ
こどもの城

ファミコン

新人類

家事代行業

青少年の自殺

　　　　　　　　　　
1987年 1驚。哨
　　　　　　　　　　　楡
　　　朝シャン

　　　10代の妊娠

ピvクリマン・チョコ

1988年　ディンクス

　　　（Double【ncome　No　Kids）

　　　カウチ・ポテト族

1989年　国連「児童の権利に関する

　　　条約」

　　　ばなな現象

1989年　マニュアル世代

1990年　「子どものための世界サミtト」

　　　1．57ショワク

　　　アニメ‘ちびまる子ちゃん1

　　　漫画「アンパンマン」

　　　「世界の児童と母性a30号発刊

＊参考

現代用語の基礎知識19881自由国民杜

知恵蔵1990：朝日新聞社

1991／92：日本子ども資料年鑑：中央iM版
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いま子どもらしさを

問うことの意味
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かた　おか　よう　；
　　　　　　　　　　　　　千歎轍螢縞師片岡洋子

寺4 集
児童養育の新たな展開一

一一問われる社会の責任

1．今、子どもの生活は

「青空はうつくしいなと思いました。

なぜかといりと

雲はのんびりしているからです。

ぼくものんびりしたいです．」

　「ぽくはなぜこの世に生まれてきたのだろうとつ

　くづく思います。

　なぜかというと、だって生まれて大きくなって

　としとって死ぬだけ。

　なにもない。

　なぜ生まれてきたのだろっ。」

（斎藤民部「今を生きぬく子どもたち」「現代と教育」13号、1ggorp

3月、桐書房より）

　この二つの文章は、いずれも小学3年生になった

ばかりの子どもが書いたものだ。しかも大都市の子

どもではなく、まだ自然も多く残る東北の山間の町

に住む子どもが表したものである。

　この子どもたちの担任教師の斎藤民部は、昨年退

職するまで、小学校で作文や日記をとおして子ども

の心に寄り添いながち教育実践をすすめてきた。こ

の同じ小学校で3年生の受け持ちになったのは3度

目だが、そのたびに子どもの自然へのかかわり方が

大きく変わっていると言う。カエルの卵を手ですく

ってきて、カエルになるのを楽しみに育てていた80

年代初めの子どもたちと比べ、フナもカエルもチョ

ウもトンボも生き物は嫌いという子どもが増えたそ

うだ。

　今や、山や川や野原があっても、子どもたちはそ

こを遊び場にはしていない。都会の子どもと同じよ

うに、家の中でファミコンに向かい、シール集めに

興じる。塾通いで忙しい毎日をおくるのも同じだ。

そしてまるて働き過ぎの都会のサラリーマンのごと

く「のんびりしたい」「としとって死ぬだけ。なにも

ない」と言っている。

　「一日」と題した女子の日記には、そうした生活の

断面が描かれる。

　「ゆうちゃん、もうすぐ7時だよ。おきなさい」

　「もうちょっと、もっちょっと」

　「早くおきなさい1

　「は一い」

　　きがえてごはんをムシャムシャ。かおをあらっ

　て学校へ。

　　今日はピアノ、学校帰りにピアノじゅくへいく。

　だかちつかれてしゅくだいや日記をやりたくない。
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　それで7時までおねえちゃんとにわで」”　一一ルなげ、

　それからごはん、ごはんがおわるといやなしゅく

　だい。それがおわるとおふろ、それからはみがき、

　おわるとねる。わたしはねるときがいつもしあわ

　せ。

　「おやすみなさい」

　「グーグー、グーグー」

　この日記がクラスの子どもたちの共感を呼び、他

の子どももつぎつぎに「一日」を書いた。斎藤は、

子どもの生活が「管理された一日」であるとして、

次の男子の日記を示している。

　「早くおきなさい」

　「はあい」

　「きがえる前にごはんを食べちゃいなさい」

　「はあい1

　「いってきまあす」

　「はい、いってらっしゃい」

　「せいれつしてください」

　「ただいま」

　「おかえりJ

　「早くじゅくに行きなさい」

　「はあい」

　「ただいまll

　「すこしあそんできていい」

　「早くかえってこいよ」

　「はい」

　「ただいま」

　「おかえり、しゅくだいやりなさい。そうしない

　とごはん食べさせないよ」

　　　　　　　　　　　　　　　世界’）児童と母性

　「うん、今やるからまって」

　「まっていられない」

　「時間わりそろえなさい」

　「やりおわったよ」

　「おふろにはいりなさい」

　「はい」

　「ねなさい」

　「はい」

　「グーグー、ガーガー」

　この「一日」を読んで大笑いする子どもたちは

「管理されている自分たちを笑いとばそうとしてい

るようでもあった」と斎藤は述べている。公民館の

母親学級などでこの日記を読むと、母親たちも皆笑

う。とくに親が言っていることばに笑いがおこる。

斎藤の言を借りれば、母親たちもまた、管理してい

る自分たちを笑いとばそうとしているのかもしれな

いe

　2．子どもらしさは失われたのか

　「子どもらしさ」というとき、誰もが思い描くのは、

冒険心に満ち、他者やものに能動的にかかわってい

く活発さであろう。それは大人の目からみれば危な

っかしく、ときには他人のものを取ったり壊すなど

の悪さを伴うこともある。はらたいらの「最後のガ

キ大将」（1986年、フレーベル館）や椎名誠の「白い

手」（1989年、集英社）には、そういう子どもの世界

が1950年代の少年たちの姿を通して描かれている。

　それはもう大人たちの思い出の中にしかないもの

か、今の子どもたちにそれを取り戻すことはできな
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いのか。加用文男『子ども心と秋の空一保育の中の

遊び論一」（1990年、ひとなる書房）は、今の子ども

たちが遊びの中で見せる「子どもらしさ」を生き生

きと語ってくれている。

　加用は「遊びの極意」は「つまらないことのよう

に見えることに秘かなる楽しみを見いだす」ことだ

として、二つの例を示している。

　一つは保育園で実際おこった「事件」。年長児があ

る日保育園でいなくなって大騒ぎになったが、実は

自分の家に帰っていた。いつも車で送り迎えのその

子どもは「（一度でいいから自分の足で）歩いて帰り

たかった」のだった。

　もう一つは著者自身の経験で、娘が小学校に入学

したら、送り迎えがなくなったので、学校の帰りに

秘かに迂回路を散策しては、街を探検していたとい

う例である。

　親が忙しい生活の中で、保育園の送り迎えをつい

車でさっさと済ますことを責めることはできない。

しかしそれすら、子どもの中に芽生えた冒険心や探

求心を阻んでしまうことを教えられるa

　子どもたちに身近なものでは、テレピアニメ「ち

びまる子ちゃん」の中にもこうした子どもの冒険心

が現れている。このマンガは、作者のさくらももこ

の子ども時代を描いたものだ。

　「ごきげんな日」（「ちびまる子ちゃん」第5巻、集

英社）は、小学1年生のまる子が天気のいい日曜日

に母親につくってもらったおむすびを持って、冒険

に出かける話である。ひとりで遠くまで歩いて、小

川でメダカをとっている同じ年の子どもたちと仲良

6

しになり、土手にトンネルをつくって遊ぷ。そして

仲良しになった子の母親におやつをご馳走になり、

別れを惜しむのだが、遠い町まで来たと思っていた

のにそこは同じ学区だったという落ちがつく。

　「日がくれるまでに帰ってらっしゃいね」とまる子

の母は送りだすが、今、1年生の子どもを朝から夕

方まで自由にしてやるには、危険が多すぎるかもし

れない。さくちももこが・」・学生だった1970年代も、

子どもを危険にさらすものは多かったはずだが、少

なくともマンガの中では、いざというとき近くにい

る大人たちが助けてくれる。祖母の家まで電車とパ

スを乗り継いでひとりで行くという話では、途中、

パスを間違えて、自分がどこにいるかわからなくな

るが、周囲の助けで、まる子は無事に祖母の家にた

どりつく。

　子どもを自分の目の届かないところに行かせるこ

とができるのは、いざというときは誰かが助けてく

れるという社会への信頼に基づいてのことである。

　今、子どもは必要以上に大人の眼差しのもとに

おかれているように見えるが、それは多様な大人た

ちではなく、自分の親などごく少数の大人の強烈

な眼差しである場合が多い。この強烈な眼差しは

憎悪ともなれば虐待にも結びつき、親の愛情の名の

もとで学校や企業社会の競争への叱咤となることも

ある。

　今、子どもが子どもらしさを発揮できず、それを失

ったかに見えるとすれば、かつての共同体が持ち得

たものを再生し得る新たな共同を、実現できずにい

る大人たちへの警告と受け止めるべきだろう。



　3．受験競争の局面

　受験競争は今に始まったことではないが、この10

年間の熾烈さの特徴は、偏差値による序列の中位置

から落ちないための、つまり「底辺」を避けるため

の競争が激しくなったことであろう。

　首都圏や近畿圏でここ数年、私立中学受験者が増

え受験競争の低年齢化が叫ばれているが、東京大学

合格者を数多く出す、いわゆる「受験エリート校」

に受験生が殺到するようになったのではない。大学

付属ならどこでもいい、あるいは中高一貫なら少し

は安心だ、という親の判断が働くようになり、かつ

ては特別の受験勉強を必要としなかったような私立

中学さえ高倍率となったのである。公立中学からで

は大学進学の可能な高校には行けないのではないか、

さらには高校受験のときにはどの高校にも行けない

かもしれない、という危機感の広がりが、私立中学

志向を強めた。

　私立中学の少ない地方では塾通いが増えた。NHK

世論調査部のアンケート調査結果〔「いま、小学生の

世界は」1985年｝では、塾に通う6年生が、5年前の

調査に比べて町村部で倍以上の伸びを示した。さら

に親の年収別では、収入の多い家庭ほど塾通いが多

いという経済階層差の一方、年収200万以下でも16％

が塾に行っていることがわかり、「階層社会でのラン

クの上昇を子どもの教育にかける親の切実感が、に

じみ出ているようである」と述べられていた。

　また、「家庭の経済的文化的階層性が、子どもの学

校での成功・不成功に大きく影響しており、学校は

その不平等を再生産してしまっているJのではない

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の兇童と母性

か、という仮説にたって行われた東京近郊の親の意識

調査がある（東京都立大学教育学研究室「現代と教育

実践」研究会グループ「教育における競争と共同の意

識調査報告書」1990年）。それによると、子どもの成

績と家庭の階層には明らかに相関があるが、「今日の

学力競争においてほとんど勝ち目がないと言えるよ

うな階層の親たちが、その他の親たちと同程度かあ

るいはそれ以上に、競争に対し肯定的になっている」。

　先の日記を書いた東北の子どもたちも、この競争

の広がりの中で塾に通わざるをえない状況に追い込

まれているのである。大都市に住んでいないことが

すでに競争のハンディと感じられれば、地方の町村

部では、乗り遅れまいといっそう塾通いや家庭学習

教材の利用に拍車がかかる。

　なぜ学校だけで勉強がわかるようにしてもらえな

いのか、そういう親の不満も強い。しかし塾に通わ

せて補っているものを、学校がすべての子どもに保

障せよという発想でよいのか。点数で個々の序列が

示されるような「知」のあリ方そのものを問わなければ

ならないのではないか。小学校で1年後に絶対評価

が導入されるというが、その先に偏差値で振り分け

る高校受験がある以上、本質的には変わらないだろ

う。かえって、わが子の位置を確かめていないと安

心できない親たちは、はっきりとランキングを示し

てくれる塾のテストにますます頼っていくのではな

いかと思う。

4．共同への模索

勉強がつまらなくてつらくても、将来のために今
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頑張っておくのだと親は言い、子どももそれで自分

に鞭打つ。そんな頑張りがきかない子どもたちは、

さっぱりわからない授業でも、教室でおとなしくし

ていなければならない。そのために管理が必要とな

る。

　しかし「底辺校Jのレッテルを貼られた高校に通う

高校生たちにとっては、学校のカリキュラムの無意

味さが露呈している。学校が用意している「知」の体

系は、彼らの生活が必要としている「知」ではなく、高

卒のパスポートを得るために履修を必要としている

だけである。教科書にそって行われる授業は、聞い

てもわからないから、おしゃべりし、歩き回り、教

室から出て行ってしまう。授業は成立しなL㌔学校

には友だちに会いに行く。しかし友人や教師との関

係がうまく行かなくなったら、通い続けるのはつら

くなる。遅刻や欠席が増える。こうした問題に生活

指導であたっていても、なんら解決せず高校中退は

減らない。

　高校生が知りたがっていること、学ぷに値すると

実感できることをテーマとし、教材を研究して授業

を組み立て、しかも他者と知識の量を競いあうので

なく、討論したり調べあってともに真理を探求する。

こうした試みが、特に、教科書通りにすすめたら授

業が成立しないような高校のあちこちで、すでに始

まっている（季刊「高校生括指導」106号、108号、明

治図書発行、および「教育」1990年7月号の吉田和子

の実践記録など参照されたい）。

　哲学者の中西新太郎は「tNt日の日本では「底辺の

競争」が「頂点の競争」に必ずつながるかのようなみ

8

せかけが組織されて私たちを幻惑させ、「普通の人」

たることの内容を見えにくくしている」とし、「コミ

ュナルな知識のあり方を支える共同的な知識をつく

り、私たちがとらえこまれている底辺の競争を拒否

する論理をもつこと」で、「実際生活でも強いられた

以上の競争にまきこまれないことは可能だ」と述べ

ている（「競争の教育から共同の教育へ」1988年、青

木書店）。「底辺」校で始まっている「新しい知」の探

求はここで言う「コミ＝ナルな知」への模索に他な

らなL㌔

　今日の日本の社会における競争のありようは、企

業社会に有用な人材をえリ分けるその論理によって、

重度の障害を持った人々を役にたたない存在として、

社会の片隅に追いやる。そして競争社会から降りた

老人もまたやっかいもの扱いである。

　斎藤茂男のルポルタージュ「生命かがやく日のた

めに」（1985年、共同通信社）は、社会に望まれず親

にも生かされない重度の障害を持ってうまれた命を

見つめ、私たちが障害児と生きることの意味を問い

かけた。競争にさらされた子どもたちに「ひとりも

ダメな子はいない」と言うことは、重度の障害児（者）

も老人も「ひとつも無駄な命はない」とされること

と結びついていなければならない。「社会の役にたつ

人間に」と子どもに言ってきた意味を問い返さなけ

ればならない。

　いま子どもが子どもらしく生きることを問うこと

が、健康で長時間労働に耐え得る男たちを中心に築

いてきた競争社会で、女や老人や障害者がどう生き

ていけるかという問題と深く結びついてきている。



㊤㊥㊧⑤⑤Φ・

現代の親子関係
過干渉と虐待の視点から

寺響 集
児童養育の新たな展開一

一
問われる社会の責任

ζ蒙慧㌶㌶。通由苗子

　はじめに

　現代の親子関係の問題はさまざまな観点から指摘

されつつあるが、ここでは、事例を中心にして、な

ぜ親が過保護、過干渉的になりやすいか、あるいは

虐待や育児忌避的になりやすいか、社会や家族の変

化も含めて考えてみたいと思う。

　〔第1例〕

　最初に城山三郎の受験産業と浪人を描いた小説「今

日は再び来たら古にあちわれる受験生の一人仲青年

について考察してみよう。彼は小学校のときから「教

育ママ」に管理されてきた。（父親は全く出てこない）。

本箱にはテキストと参考書しかない。碁は頭脳の訓

練になるというのでわずかに許され、テレビもニュ

ースと碁の番組しか見られなかったe80点以下を取

ると家に入れてもらえず、そのような厳しい管理に

もかかわらず、二流の私大にしか入れなかった。卒

業後大手銀行に入り、大卒の秀才女性と結婚するが

人間関係がうまくゆかず退職。予備校で教え始める

が、「英語の過去完了というのは、人間が死んだ時や

銀行がつぶれた時に使う」などと言い出し、彼の精

神はゆるやかに崩壊の過程を辿ってゆく。もちろん、

誇張され戯画化されてはいるが、仲青年の母親はい

かにも存在しそうな現実感がある。戦後受胎調節や

人工妊娠中絶が自由になり、女性は産む自由、産ま

ない自由を獲得したeこのことは、子どもが「天か

らのさずかりもの」、「国のもの」、「家のもの」では

なく、母親の所有物、母親の統制可能なものという

考え方を助長した。以来このような過干渉、管理的

な母親はふえてきている。電化や生活水準の向上に

より、家事労働に割かれる労力や時間が減少し、子

ども数が平均1．57人というように少数になった現在、

母親のなかには子どもを栽培、飼育するように、自

分の軌道に沿って育てようとする母親がいる。その

方法を批判されれば、「私のように管理したからこそ、

あの私大にだって入れたのだ」と反発するに違いな

い。碁しか遊びのなかで許可しないという方法は、

無定見にスパルタ式強化合宿に飛びつく母親、家庭

教師や模擬試験や教材や子ども部屋の冷暖房にお金

を惜しまぬ母親に通ずるかもしれない。厳父慈母と

いうが、父親が物理的にも心理的にも不在であれば、
ギ　ジ

疑似「母子家庭」の母親が全責任を負って両者を兼

ねなくてはならず、慈しむ余裕を失った、管理者的

な発想に陥りかねない。
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　この仲青年には兄弟がいるかどうかわからないが、

複数の子がいると、母親の基準に達しない子は切り

捨てられてしまうことにもなりかねない。

　第二次大戦に日本が敗れたときに、日本の産業は

農業が50％、自営業も多かったというが、今では雇

用者、サラll一マン世帯が大部分を占めるようにな

った。そのためにはいい学校を出ていい会社や役所

に入るのが大切ということになり、子どもの学業成

績への要求が厳しくなった。高度経済成長期以来、

効率や能率が重視され、金銭の価値が前面に出て、

親自身も偏差値中心の社会風潮に振り回されやすい。

　図1は総理府がかつて調査したものであるが、

本音としての父親、とくに母親が学歴を重視し、

受験戦争を肯定していることがうかがわれる。この

ように有名校に入ることがその子の人生にとって重

要な意味を持つと親たちが考え、いわゆる有識者・

文化人の建前と本音を鋭く見抜いているとすれば、

有識者の意見はどうあっても、現在の趨勢はなかな

か変化しないのではなかろうか。

図1． ●能力より学歴重視

0　　　　　　　　50

高校生の父

高校生の母

1001％1

．3％

　　　●受職報人生にと・てカスロ圃

　　　　　　　　　　　　70．【％　　思　思

4臓代醐　　　　　　　　 ）多：

40歳代の女

7

75．6％

資料：総理府詞査

10

　育児雑誌や小学生の親の雑誌の電話相談や、手紙

相談にかかわっていると、最近「自分は子どもをい

じめてしまう」という若い母親の相談が多くなって

きた。「子どもと相性が合わない」、「どう取り扱って

いいかわからない」というたく’いである。大多数の

母親は子どもを殺してしまったり、入院するほどの

大怪我をさせるわけではないが、彼女らは混乱し、

困惑している。一方、子どもは萎縮して、親の一挙

手一投足にぴくぴくしていることもよく見られる。

夜子どもが寝つくと反省するが、次の日また同じこ

とを繰り返し、自分は「母性失格」と悩む。こうい

う母親は、電話をしたり、手紙を書いて相談したり

という、外部へのはけ口が一応あるので、まだ救わ

れるが、相談する相手がなく、母親の孤立がひどく

なれば、実際にせっかん死ということも起こりかね

ないであろう。表1は私たちが1983年に行った児童

虐待の調査で、多くの家族が相談相手を持たず孤立

していることがわかる。

　日本法医学会が1968年から1977年の10年間に取り

扱った子どものせっかん死は、合計185件であるが、

そのうちの130件は実父母によるものである。そして、

うち24件はただ1度のせっかん（反復継続されたもの

でない）によるものである。いくつかの不幸な偶然

が重なりあったこのような不幸な転帰が少しでも少

なくなることを祈りたい。

　〔第2例〕

　次に述ぺるのは主婦の精神衛生相談窓口を訪れた、

ある母親の事例である。専業主婦のC子｛32歳）は、

育児不安が強く子どもの食欲不振を訴えて、市役所

の育児相談に電話をかけてきた。係りは母親自身の
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問題として医師に紹介した。C子は知的な女性で服

装も整っており、4歳と1歳の女児を連れてきた。彼

女は都市の会社員の家に生まれた。父親は神経質、

まじめな人でC子をかわいがってくれたが、C子が

短大に入った年に病死した。気丈な母親は実家の店

を手伝っていたので、C子が主婦代りに家事を引き

受けていた。短大卒業後銀行に勤め、そのセクショ

ンではベテランになったが、27歳のとき銀行の同僚

（大学率）に求婚され家庭に入った。職場にいても女

性では将来の見込みが乏しいように思ったからであ

る。夫は「会社人間」で、友人ともよくつきあい、出

世街道を進んでいた。夫は暇なときは英会話のカセ

ットを聴いたり、自分の趣味のカメラに没頭するとい

うタイプで、C子にあまり思いやりを示さなかった。

　家にいるときも「気の利くよい子」であった彼女

は、夫が友人を家に連れてくるときなどは、料理に

気を使って不眠や胃痛が起こるほど、「良妻」である

ことにこだわった。2年後妊娠したがつわりがひど

く流産しやすいということで、妊娠後期には入院を

表1．家族の相談先（複数回答）％

身体的慮待 保護の欝 性的虐待 心理的虐待 計

ω父親の実家　　　　　　9、4

（2）母親の実家　　　　　　19．3

（3）その他の親せき　　　12」

9．0

17．1

8．1

4．3

13．0

19．6

8．8

26．5

20．6

8．7

18．5

12．5

親族の計　　　　　　　40．8 34．2 36．9 55．9 39．7

｛4｝近所の人　　　　　　　5．8

㈲その他の友人・知人　　7．2

〔6｝公的機関　　　　　　　25．6

5．4

9．9

23．4

8．7

8．7

15．2

1L8

2．9

35．3

6．5

7．7

24．5

｛7）そういう人は少ない　　17．9

（8｝そういう人はいない　　29．6

10．8

17．5

19．6

28．3

5．9

29．4

15．1

31．3

⑲）その他　　　　　　　　6．7

　不明　　　　　　　　3．6

5．4

3．6

6．5

2．2

2．9

一

6．0

3．1

　余儀なくされた。妊娠以前から本を買っては勉強し

　てきたC子にとっては、入院はショックであった。

　こうして、ようやく長女が生まれたe体重は2，500グ

　ラムを超えていたが、乳を飲む力が弱く、最初は混

　合、のちに人工栄養にしたが、体重のふえ方は遅々

　としていた。C子は育児雑誌で離乳食のつくり方な

　どを勉強し、育児に専念したが、ミルクや離乳食

　を与えようとすると、長女は必ず抵抗し、体重はな

　かなかふえなかった。毎週体重を測ってもふえない

　こともあり、医師、保健婦、栄養士に相談したり、

　電話相談をしたり、赤ん坊相手にへとへとになる毎

　日であった。泣きながら赤ちゃん110番にかけたこと

　もあった。しまいには、C子が食事の支度をしただ

　けで長女は泣き叫んだ。乳児期から4歳の現在まで、

　食事の問題は長女についてまわり、そのせいかC子

　に親しまず、腹痛を訴えたり、不機嫌な表情でいる

　ことが多かった。

　　C子の悪戦苦闘に夫は一向に協力しなかった。長

　女は体重のほかは、発育はほぽ順調であり、夫はC

　　　　　　　　　　　子を「異常だ」と批判した。
資粁：児童虐待詞査研究会　19B3

　　　　　　　　　　　夫は末っ子で家族に大事に

　　　　　　　　　　　　されて育ち弟妹もなかった

　　　　　　　　　　　ので、子どもの相手は苦手

　　　　　　　　　　　であった。しかし、夫は突

　　　　　　　　　　　然もう一人子どもが欲しい

　　　　　　　　　　　　と言い出した。男子の後継

　　　　　　　　　　　　ぎが欲しかったのである。

　　　　　　　　　　　　C子は押し切られて3年後

　　　　　　　　　　　再び妊娠したが、生まれた

　　　　　　　　　　　のは女児であった。この次

　　　　　　　　　　　女は逞しく食欲もさかんで
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手がかからなかった。C子は次女に対しては育児が

楽で「かわいい」という気持ちも持ったが、相変わ

らずやせて陰気な表情で、母親の気をひくふるまい

をする長女は、わが子なのに赤の他人の大人のよう

な気がした。幼稚園に入る前に絵や名前を教えて入

れたのに長女は幼稚園では「黒や紫のクレヨンしか

使わない」とか「弁当を隠して食べる」と保母に注

意された。「問題児扱いにされたJ、「長女のせいで恥

をかいた」とC子は長女に怒りの気持ちを向けた。

母の見ていない所で次女をいじめたり、甘え声を出

Lてしなだれかかる長女につい荒い声を出したり、

突き飛ばしたり、叩いたりして、自分ながら驚き、

「母親失格」と憂うつになった。銀行の中で皆に期

待されてキビキビ活動していた自分が、こうして子

どもにまとわりつかれ、未来が閉ざされてしまった

のかと絶望的になった。とくに銀行時代や短大時代

の友入たちがもう一度大学に入り直したり、留学し

たり社会的に活動している噂を聞くと、「子どもに足

をひっばられなければ、自分だって負けないのに」

と苛qするのだった。

　治療の経過を簡単に述べると、長女は身体面の発

育もそれほど問題はなく、知能が高いことがわかっ

た。母親のカウンセリングを主とし、父親にも来所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lうを求めて話し合いをするうち、「会社人間」の「父ちゃ

ん坊や」のような父親も育児に協力するようになっ

た。C子の面接は彼女に強迫傾向があり完全癖が強

く、児童期の依存欲求の不満が続いていることから

しばらく続けられた。児童期に兄は母親に大切にさ

れたが、C子は母親に甘えたことはなかった。いつ

も「よい子」「模範生」であることで、認めてもらお

うとしたため、人に’甘えたリ甘えさせたりすること
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が苦手であったのである。夫のほうも弟妹の世話を

したこともなく、自分が核家族の数少ない子どもと

して、親に大切に育てられ、父親として夫として独

立しにくかったのである。自分も子どものように妻

に世話されることを好み、育児や家事に協力して、

妻と家庭経営の責任を分ちあうという態度が欠けて

いたのである。

　C子の現在の家族は核家族で、祖父母や親族から

子育ての方法を経験的に学ぷという機会が少ない。

C子の住居も社宅を転々としており、それぞれの家

族が互いに孤立して、気軽に相談できる人がいない。

C子も、初めての育児に、「哺乳瓶の乳首の穴はこれ

位でよいのか！l、「夜泣きをしたらどうしたらよいの

か」、「乳を吐くのは病気か」など一人きりで心配し

始めると、限りなく心配になってしまったのである。

一対一で長女に対していると、自分が大人で相手が

わが子というのでなく、長女も大人で自分に悪意を

持って、せっかく作った離乳食をわざと吐き出した

り、便を洩らして汚しているように感じ始めてきた。

幼児の長女が加害者で、大人の自分が被害者である

かのように、視野が狭窄し、一時的に判断力が失わ

れて暴力をふるったのである。

　C子のこのような状態は、都会の閉鎖的な核家族

の知識階級の女性にもしばしば認められる。子ども

がまだ小さいから近隣とも子どもを通しての交際は

なく、一軒ずつ、隔絶したアパートやマンションで、

夫の留守を守っている。

　C子のこのような欲求不満は、戦後の社会・家族、

ことに女性の変化とも関係があるかもしれない。

　戦後の女性は、社会参加や経済的自立がすすめら

れてきた。女性にとって、大学教育までは男女同権



だが、大学・短大を出て勤め始めると、「男女雇用均

等法」が制定されたといえ、「性」による差別がはっ

きりしており、働き続けようとしても挫折する。と

くに結婚して出産・育児ということになると、男性・

女性の性別役割分業が強固で、男性が育児や家事休

暇もとれない現状では、仕事・家事・育児のすべて

を背負う就労女性に無理がくる。そして結婚や出産

を機に仕事を退かざるを得ない。もとより、母親と

して子どもを幸せにするために尽くしたい、育児に

専念したい気持ちもあるが、同時に、自分の社会人

としての生き甲斐、自分の自己実現を目指したいと

いう願いもある。この二つのゴールへの追求が、母

親の人格のなかに統合されていればよいが、分裂し

混乱している場合には、あるいは育児忌避や虐待と

なり、あるいは過保護や過干渉の形をとった、子ど

もの自主性の圧殺となるのではなかろうか。

　第二次大戦後、とりわけ、ユ970年代には経済の高

度成長の歪みや、オイル・ショックなど、社会的・

経済的不安が増大し、社会や家族構造の変化が著し

かった。

　このため、欧米諸国では「家族法」の改正に手を

つけざるを得なかったほどである。

　わが国でも、これらの変化が急速にかっ劇的に起

きている。工業化、都市化、それに伴う過疎・過密

地域の出現、拡大家族の減少と核家族の増加、女性

の高学歴化と就労の増加、とくに既婚女性の就労の

激増、離婚率の上昇、とくに結婚後10年以上の子ど

もを持った夫婦の離婚の増加などが起こっている。

その結果、年間22万の子どもが親の離婚に巻きこま

れ、母子家庭、父子家庭など片親家庭もふえ、それ

ぞれの家庭が孤立しがちで、「家族」の相互扶助機能

世界の児童と母性

や子どもを保護する機能が弱くなってきた。

　もちろん、国や地方自治体の社会保障的な援助も

ふえたが、それだけではとても肩代わりできぬ現実

があり、子どもを庇護できぬ「潜在的崩壊家庭」が

ふえたといってよいだろう。病理的な家族と正常な

家族との差は現代では紙一重といってよい。

　社会の変動は一方では一億総中流意識を生み出し

たが、その変動の波にのれない一群の弱者も生んだ。

明治・大正時代のような身分階層がないため、それ

らの落ちこぽれた人びとは、一層欲求不満や怨恨を

胸にいだくようになった。

　現在のようにストレスの多い社会では、「家族危機」

の状況も起こりやすい。住宅問題、失職、転職、老

人問題、不和、離婚、別居、家族の病気やアルコー

ル中毒、再婚に伴う義理ある親子関係などいろいろ

の問題が重複しあうことも多い。

　家族内に高まった緊張はもっとも幼弱な子どもに

向けられやすい。虐待や育児拒否、過保護や過干渉

という現象は、楯の両面であるかもしれない。父親

像の喪失が言われて久しいが、母親像もまた混乱し

ているといってよい。日本人の寿命がこのように伸

びたのも、女性の教育、就労、社会参加の機会がふえ

たのも、歴史始まって以来のことである。戦後45年、

私たちは生存のための営みに追われ、家庭の役割、

父・母の役割、夫・妻の役割、親子関係について基

本的な問いかけをせぬまま月日を重ねてきたような

気がする。どのように生きるのか、既製の手本のな

い現在、私たちは真剣に積極的にこれらの問題を考

える必要があるのではなかろうか。

＊参考文献：

lD池田由子．妻が危ない一主幡の精樽衛生相鎮、弘文堂．19S5

（21池田由子、児童慮待〔中公新創中央公論社、1987
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摂食障害からみた

現代社会
　　　　　　　駕嶽㌶墓撒灘常勤。。生野貞語

特 集
児童養育の新たな展開一

一
問われる社会の責任

　はじめに

　近年、わが国で神経性食欲不振症・神経性過食症

といった摂食障害が急激に増加している。本症はア

メリカ・イギリス・日本といった、いわゆる先進国

に多発しており、文明病的側面が指摘されている。

本文では、摂食障害について概略し、その文明病的

側面とはいかなる要因であるのかを検討し、発症に

託された患者である若い女性たちのメッセージを、

判読したいと願うものである。

◆摂食障害とは

　摂食障害とは、主として心理的な原因によって、

摂食行動の異常をきたす病態であり、心身症の代表

的疾患とされている。本症は、アメリカ精神医学会

による精神障害の診断・統計マニュアルDSM一田

一
Rによって、神経性食欲不振症（Anorexia　Nervosa）

と神経性過食症（Bulirnia　Nervosa）および特定不能の

摂食障害などに分けられている。〔表1〕

（この他にも、摂食障害として異食症や幼児期の反

すう性障害が含まれるが、本文では言及しない。）

　発症後は身体・精神・行動面に多様な症状が現れ、

多くは互いに相関しながら遷延する。低栄養状態は、

時には致死的となる。死亡率は5～8％と報告されて

いるが、その内の約1％が自殺であることからみて

も、本人の苦悩や病的状態がいかに強いかを窺うこ

とができる。

　食欲不振症では拒食の結果であるるいそうが主症

状である。過食症では過食と嘔吐・下剤乱用といっ

たパージング（浄化）行動が主症状で、体重は正常範

囲近くに保たれていることが多い。体重は両者の主

たる相違点であるが、両者の共通した心理的基盤は

強迫的なまでの体重や体型へのこだわりであり、体

重増加への極度な恐怖である。食欲不振症では、食

べないことによってやせを実現しようとし、過食症

では食べた後の嘔吐や下剤によって体重増加を防こ

うとする。彼女たちにとっては、500gの体重増加さ

え恐怖となるのである。

　両症ともに、思春期および青年期の女性に多発す

る疾患であるが、近年では発症年齢層の広がりが見

られ、前思春期の子どもや申年女性にも増加してい

る。また、もう一つの近年の特徴としては、過食症

の著しい増加があげられる。アメリカでは、女子大

生の7～13％が過食症であり、約10％に嘔吐がみら

れるという報告もある。

　男性の発症は、女性患者の20人に1人ぐちいの割
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合と言われているが、典型例はもっと少ないと思わ

れる。従って、現状では女性特有の病態と考えてさ

しつかえないと思われるが、今後は男性例がより増

加するであろうとも指摘されている。中性志向とい

う社会的状況の如何によっては、女性特有とは言え

ぬ時代がやってくるかもしれない。

◆発症の要因について

　「摂食障害はどういう状況下で発症するのか」につ

いて現在までに数多くの討論がなされてきたが、決

定的因子は未だ明確にはなっていない。しかし、身

体的・心理的・環境的・社会文化的要因が重なり合

って発症に至るのであろうという点では大体の一致

がみちれるところである。ほとんどの心身症がそう

であるが、発症を単一の要因に帰して論じることは

無意味であり、患者への誤解を強めたり治療の方向

を誤る結果を招きかねない。従って、本文のテーマ

である社会的要因についても、それのみを偏重して

考えることは危険である。しかし、本症は文明病的

側面を持ち、“社会的伝染病”と言われるように社会

的要因が重要な意味を持ち、特に現代の“やせ礼賛

風潮”は、発症要因としてますますその比重を増し

つつある。また同時に、発症要因として従来から重

視されている本入の性格・行動様式や家族関係につ

いても、なにがしかの社会的影響のもとで形成され

るものであり、社会的要因との関連を無視するわけ

にはいかない。つまり、社会的要因は、患者の内的・

外的なプロセスでさまざまな要因と相互影響を及ぼ

しながち、発症の準備状態を形作っているのである。

〔表1〕摂食障害の診断基準

　●AnoreXia　nervoda

　　A年齢と身長に対する正常体重の最低限を維持することの拒

　　　否、例えば、期待されるより15％少ない体重を維持するた

　　　めの体且滅少、または成畏期簡中は予想される体重増加が

　　　なく、そのため期待されるより15％少ない体重．

　　B体重増加、または体重が不足している場合でさえも、肥満

　　　すること‘二対する強い恐怖。

　　C．自分のからだの重さ、寸法、形を感じる感じかたの障害、

　　　例、やせているのに●者は⑨太っていると思デと主張し

　　　”．　O、明らかに体重が不足しているのに、体の一部が“太

　　　りすぎている゜と信ヒている。

　　D．女性では、他に理由（原発性または続発性無月桂｝な．く、

　　　あるべき月経周期が少なくとも連続3回欠如すること（女

　　　性は、エストロゲンのようなホルモン投与後のみ月経が起

　　　こる場合、無月経であると考えちれる）・

　●Bulirnla　rbervosa

　　A．むちゃ食いのエピソード（多量の食物を急遠に摂取する時

　　　間帯が、他とはっき叩区別される）の反復。

　B．むちゃ食いの時間中、摂食行動を自己制御できないという

　　感じがある。

　C．患者はいつも体重増加を防く’ために、自己誘発性唱吐、下

　　剤や利尿剤の使用、厳格な食事制限または絶食、または激

　　しい運動を行う。

　D．少なくとも3ヵ月間に、最低1週間に平均2回のむちゃ食

　　いのエピソード。

　E．体の形や体重についての関心のありすぎが持続。

●特定不能の摂食障害

　特定の摂食障害の基準をみたさない摂食の障害

　　例：

　口）標準体重をもつ人が、むちゃ食いのエピソードはないが、

　　体重の増加を恐れ、しぱしば自己誘発性嘔吐をする．

　（2）ts月経を除き．女性の神経性無食欲症の臨床像のすべてが

　　みられる場合。

　C3｝むちゃ食いのエピソードの頻度を除き、神経性大食症の嬉

　　床像のすぺてが存在するもの。

ホ高僑三郎訳：The　American　Psyc励c　A－on，　DSM・田・R精神障害の診断・統計マニュアル、東京、医学書院、199S
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　要因は数多くあるということを踏まえながら、以

下には、現代の社会的要因が患者である彼女たちに

どんな直接的影響を及ぽしているかという問題に、

焦点を絞って考えてみたい。

◆やせ礼賛風潮

　まず第一の社会的要因は、現代における“やせ礼

賛風潮”である。スリム信仰は、物質的に豊かな国

に共通した風潮である。もともと生物にとって飢餓

は通常に起こり得ることであって、いつも都合よく

食べ物を獲得することはできないという状況への備

えが体脂肪である。従って、人間にとっても過去に

おいては肥満が豊かさの象徴であった。しかし、食

べ物がいつでも豊富に手に入る状況下では、こうし

た身体的備蓄は必要とされなくなり、かえって肥満

の弊害を強調しなければならなくなった。そして、

その啓発が浸透した現在、肥満へのイメージはどん

どん広がり、不摂生・自己コントロールの失敗・貧

困などというマイナスのイメージと強く結びつくこ

とになった。一方スリムさは、自律的・活動的・魅

力的などといったプラスのイメージと結びつくよっ

になった。

　こうしたイメージは、現代人の身体志向一精神内

界よりも身体を重視し、それにこだわること一によ

って、いっそう強化されている。現代の先進国では、

物質的欠乏に悩む必要が無くなった結果、金銭では

左右できずしかもそれを失うとすべてを失いかねな

いという“健康”に強く人々の目が向けられるよう

になった。弊害のある肥満は、軽蔑され忌むべきも

のになったのである。

　なおかつ、ダイエット産業やマスコミ・ファッシ

ョン業界がこのようなやぜ風潮に拍車をかけている。
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スリムさを買うように多くの女性が巧みに煽られ、

スリム信仰を強めているのである。筆者らの調査で

は、女性向きの週刊誌では30ヵ所以上にダイエット

に関した宣伝や記事が載せられている現状が明らか

になった。また、数種の疫学的研究では、対象の60

％以上の女性がダイエットをし、正常あるいはそれ

以下の体重の女性がもっとやせたいと願っている結

果がでている。筆者の小児科外来でも、小学生がダ

イエットをすると言い、中学生が食後に下剤の回し

飲みをしていると言う。不適切なダイエットの弊害

への啓発の少なさが、成長期の子どもの身体を蝕ん

でいるのである。

　このような状況にあって、摂食障害の増加はいた

って当然のことに思える。周囲から歓迎される体型

になりたいと願うのは、誰にでもある正常な心理で

ある。そして、頑張りすぎる女性ならダイエットが

行き過ぎてしまうこともあろう。低栄養状態が続け

ば精神面にも影響がおよび心理的問題が前景にでて

くるが、それが病的な問題であり発症の原因となっ

ていると結論を下すには慎重であらねばならない。

潜在的に増加していると考えられるのは、こうした

“

k殊な個人的問題が特に見当たらない”と思える

女性たちの発症である。このような発症を典型的な

摂食障害とみるかどうかの議論は残るが、少なくと

も診断基準には当てはまる。社会の無責任で功利的

な思い込みのワナにはめられた犠牲者といえる。

◆女性の社会的立場

　もうひとつの要因は、現代の女性の立場や役割に

関した要因である。摂食障害のうちで過食症が急増

してきたことは前述したが、特に過食症のなかには

かなりの割合で社会的要因の比重が大きいケースが



含まれている。過食症では、食べたい欲求と太t）た

くない欲求の両方が満たされるため、病態が遷延化

して嗜癖的行動になりやすい。キチンドリンカーが

知らず知らずにアルコール依存になってしまうのと

共通している。食べることも酔うことも共に空虚感

を満たしてくれる代償的行為になりうるのである。

彼女たちは、現代の通常に見られる、淋しさを抱え

た女性とみることもできる。しかし、特にこれとい

って他人に相談できるような具体的な淋しさではな

い。他人が見たら、むしろ恵まれた立場にいる女性

が多いのである。ぜいたくな悩みだと本人も自覚し

ているeでも、どこか心が満たされずに乾いている

感覚が常にある。“社会的淋しさ”とでも言えようか。

　現代女性にとっては社会的自立が当然とされてい

るが、自立して現実の社会でやっていくにはさまざ

まな障害を乗リ切らねばならない。障害を乗り切っ

た女性は、男性と同じく社会の歯車になってしまっ

ている自分に気づいて、フトした拍子に淋しさを感

じることがある。乗り切れなかった女性は、女性で

あるが故の挫折感を抱く．コー方、専業主婦は現代に

取り残されたような自己実現の不達成感を感じてい

る。もっと年少の女子であっても同様のことが言え、

学生である彼女たちも、将来女性として生きていく

ことへの漠然とした不安を抱いていることが多い。

彼女たちは敏感に、母親を含めた周囲の先輩女性た

ちの葛藤を察知しているのである。女性が個として

の自分自身を主張し、それが好ましく受け入れられ

て自己実現に繋がる社会ができるまで、そして女性

自身が真の意味での社会的強さを実感できるときま

で、こうした嗜癖的な代償行動は増えていくのかも

しれない。

世界の児童と母性

◆子どもを縛る社会的枠組み

　摂食障害の原因として、従来から本人の性格の問

題が重視されてきた。臨床で接する彼女たちには、

確かに共通した要因が認められるが、筆者の視点か

ら見た彼女たちの典型的な経過を、次に記してみた

い。

　彼女たちは、幼い頃から「問題のないよい子」と

して周囲から期待を受けて育ってきている。周囲の

要求を先取りし、それを実現しようと懸命に努めて

きた子どもたちである。よい成績をとって周囲の賛

美を得、友人の相談役を引き受け、早い自立で「世

話のかからぬしっかりした子」として親を安心させ

てきた。つまり、社会が現代の子どもに要求する「よ

い子」としての役割を、全力を奮って果たしてきた

のである。こうした役割のなかで、小学時代頃まで

は彼女たち自身の気持ちも満たされるところが多い。

社会の枠組みのなかに歓迎されて、特等席に座って

いる自分を意識することができる。

　しかし、思春期頃から、彼女たちは自分の唇場所

にだんだん不安を感じるようになってくる。なぜな

らば、彼女たちの特等席は、他人や家族も決して知

らないであろう絶えまない努力と自己抑圧で維持し

てきたことを感じはじめるようになるからである。

その疲れのなかで、彼女たちは過去を振り返り、将

来を考える。そして、「よい子」の役割を果たすため

に一体何を失ってきたのかに気がつきはじめる。そ

れまでの彼女たちの指針は、“周囲の期待”であり“社

会の枠組み”であった。それを感知し、しゃにむに

実現に向かって努力すればよかったのである。そう

することで、周囲をも喜ぱせてきた。しかし、「自分

がしたいことを自分で選んで実行したことがなかっ
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た」とある患者は語っている。彼女たちの自立は、

周囲のための自立であり、個として我としての自立

ではなかったのである。自信を喪失し一というより

も以前から本当の自信は無かったのだと自覚し一今

後は同じような努力を続けることはできないと、彼

女たちは思う。仮の自立のために、満たされないま

まであった愛情依存欲求も強まってくる。

　一方、思春期の彼女たちを囲む社会を見渡せば、

社会はいつの間にか、幼児や学童に送っていたメッ

セージとは相反するメッセージで溢れているのであ

る。もはや社会は、彼女たちを早くも大人の消費者

世界に組み込もうとしている。「子どもらしく、いい

つけを守りなさい」というメ・ソセージはすでに色あ

せ、「あなたも大人のように、うまくやりなさい」と、

魅惑的な誘いをかける。溢れるように飾られている

ファ・ソション、高価な若者向きの日常品、派手に宣

伝されるレジャー。優等生になるために、それらの

誘惑から目をそらし、大人からのメッセージを忠実

に守ることで枠組み内に席を占めてきた彼女たち

にとって、次なる課題をどう乗り越えろと言っので

あろうか。個としての選択経験の少なさは、周囲の

変化に適応する柔軟な融通性を育ててはくれなかっ

たのである。もはや、周囲からの多様な期待を担う

こともできず、要領よく適応する友人たちからもは

ぐれ、彼女たちは今度は逆に、社会の枠組みからは

み出さねばならないことになる。知らず知らずの間

に、彼女たちの特等席は払い下げられ、居場所が無く

なっている自分に気づくのである。集合を希求して

きた結果の孤立に、彼女たちは愕然とするしかない。

　こうして、懸命な戦士たちの内と外からの崩壊が

始まる。
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　こんな時に、彼女たちは“ダイエットItに出会う。

スリムになって、再び特等席を確保する夢を見始め

る。今馴染めないメッセージに、スリムにさえなれ

ばついていけそうな気もしてくる。

　また、彼女たちは、やせ細ることで“自分自身”

になりたいと願う。食欲を我慢することは、過去に

身につけた完壁主義が協力してくれる。余計なもの

一
それは、かつて彼女たちが忠誠を尽くした枠組み

に存在したものではないだろうか一を一切そぎ落と

し、新生児いや胎児に戻るのもいい、と思う。一方

こんな意志に反して、急激に大人へと変化していく

思春期の自分の身体へのとまどいが、ダイエットを

より焦らせることにもなる。そして、自分の身体を

コントロールする達成感は、新たな優越感となって

彼女たちを支え、初めての“Kとしての自立”を体

験することができるのである。

　……やがて、病気という枠組みに、再び縛られて

しまっている自分を発見するまでは。

　このような経過をたどる彼女たちに、それでも「あ

なたの個人的問題だ」と、言い切れるであろうか。摂

食障害の患者の背後から、もっと大勢の現代の子ども

たちの声が聞こえてくるような気がするe矛盾して、

大人の勝手なメ・／セージを出す社会に、優しくて過

敏な心を持った子どもたちは正面から反抗する気力

さえ減じて、ただ自分だけを責めている。彼女たち

に残された唯一の自分たちからのメッセージが、「病

者として生きる」ことである。

　Let　me　be（わからないなら、放っておいてくれ｝

という摂食障害の本の題が、豊かだとされる現代社

会への、彼女たちの返答であるように思われる。



・・ ㊥Φ⑤㊥§＠◎・

児童家庭福祉施策の
展開とその課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よし　ぎわ　えい　　こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　大正大学搬吉澤英子

特 集
児童養育の新たな展開一

一「問われる社会の責任

　L長寿社会のなかでの児童家庭支援施策

　わが国の出生率は、年々減少の一途をたどり、1990

年には最低となり、合計特殊出生率（1人の女子が生

涯に生む平均子ども数）が1．57となった。「1，57ショ

ック」といわれ、ヒノエウマの年を下まわる事態と

なったことを契機に、やっと国の児童にかかわる施

策に動きが見えてきたといっては言いすぎであろう

か。

　世界に類をみないほどに、急ピッチで迫りくる高

齢化杜会への対応が、あまりにも前面に打ち出され、

児童に関する施策は、その陰にあって進展がみられ

ず、高齢者対策より相当の遅れをとっているのでは

なかろうか。高齢化のスピードは、出生率の低下と

関係が深く、少子化が高齢者対応上の社会的問題を

創出していることは事実である。しかし単に「大変な

高齢化社会を支える存在として、現在の児童がやが

て稼動者になって、社会保障費、老人医療費を負担

することになる。従ってより健全な育成をしなけれ

ばならない。そのために……」云々という脈絡で現時

点の児童をとらえての健全育成、家庭支援施策であ

るとすれば、それは危険を伴う対応となるのではな

いか。行政施策をはじめ、日々の生活の場で支え合

う社会の構成員として、深く考え、児童の存在の意

味を一人ひとリ問い返してみなければならない。そ

して「家庭と子育てをめぐる国民的論議の展開」を

積極的に進めていくことが必要である。

　平成2年1月に提示された「これからの家庭と子

育てに関する懇談会」（昭和63年7月発足）の報告書

は、「高齢者扶養の負担の増大、経済社会の活力の

低下など社会全体に憂慮すべき事態をもたちす」

として、児童を取り巻く環境の「縮小化と希薄化」

の進行など、「深刻で静かなる危機」が迫り来ること

を示唆している。その危機への対応が国民的課題で

あり、緊急性を要すると強調している。特に家庭の

養育機能の低下、地域社会の養育機能の弱体化をあ

げ、それへの支援活動を提起している。

　また平成元年版の厚生白書で、近年来浮上してこ

なかった児童の問題がトップに取り上げられ、「長寿

社会における子ども・家庭・地域」という副題が登

場した。そのなかで家族形態の変化、共働き家庭の

増加、家族関係の希薄化、夫婦の出生力の問題等と

のかかわりから、児童の成育環境上の問題が惹起し

ている諸課題に及んでいる。それはまた高齢者にと

っても共通の、生活にまつわる問題なのである。
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　従って、児童の養育や高齢者の介護にかかわる家

庭機能の弱体化に、いかに対応していくかが求めら

れている。つまり子育て家庭支援と要介護老人家庭

支援となろう。もちろん障害をもつ家庭支援も地域

という共通の舞台で展開していくことは当然のこと

である。それは、いずれも家庭の変容した機能をも

とに戻すということではなく、現時点の最も必要と

される支援内容を整備し、必要とする家庭が主体的

に選択するか、そこに至る間の「気づき」が期待で

きるように運ぶことが重要である。

　例えば、出生率の低下に対し、「生めよ殖やせよ」

式の戦時体制下にとった政策的な展開は、現在不可

能である。この出生率の低下は、社会、経済、文化

的な諸条件のなかから、国民が選択してきた結果で

あるわけで、当事者自身の子育てや家庭のあり方、

強いては生き方に至る一連の流れというか、一貫性

をもった過程を重視した方策が必要なのである。い

わば家庭という場づくり、家族機能の問いかけあい

（コミュ；ケーション）の必要性を気づくよう条件整

備をし、子どもを生み育てることの喜びを実感でき

るよう、物心両面からの条件整備と生活の質を高め

る方途が見出せるような支援策が求められよっ。

　2．児童家庭福祉の考え方とその背景

　平成元年3月、「あらたな「児童家庭福祉」の推進を

めざして」と題して、全国社会福祉協議会内「児童

家庭福祉懇談会」報告書では、次のように概念規定

をし、子どもをもつすべての家族を対象としている。

　健康で文化的な最低限度の生活という憲法第25条

の理念が、主として経済上の保障にとどまっているの

20

で、家族全体をとらえた文化的、健康的な側面での

支援体制、家庭崩壊等への事前の予防的な支援体制、

治療対策もしくは家族機能の増進的な施策・サービス

を意図するものでなければならない。さらにすべて

の児童のあらゆる権利を保障するために、地域社会

のなかで家族全体をとらえた「児童家庭福祉サポー

トシステム」とその「ネットワーク」を新たに創出し

ていくなど制度・政策面での早急な改善を求めてい

る。いわば「健康で文化的な家庭機能」が、児童の

福祉にとって必要不可欠であるという認識の上にた

って、家庭機能の提供を家族（親）にのみ求めるので

はなく、家族を中心としつつ、社会経済の状況に応

じて、社会的に分担し相互に協働してサポートして

いくことが重要なのである。

　30歳半ばで2人の子どもをもつ母親が「小学校4年

の姉のほうは、成績もよくかわいいのですが、小2

年の妹のほうは私に少しも甘えてくれません。だか

ら愛情がもてなくて、何か些細なことでも手の形が

つくほどたたいてしまいます」と自分が母親である

ことは認識しつつも、どうしようもない自分の態度、

存在を訴えてくるものが電話相談に多くなっている

という。だからといって電話相談機関を電話局の数

ほど設置すればよいというわけにはいかない。重要

なのは、何故このような親になりきれない親、つま

り未熟な親を生み出してきたのか、その原因に触れ

ながら現状の問題に効果的に、再度その問題を繰り

返さないような対応策をきめ細かに、そして相談で

あれば、その相談の質を深め、高めていくことが希

求される。そのためには専門家としての質の高い人

材の確保と養成が期待され、同時に国民的課題とし



て、児童家庭対応策の重要性の認識と、国民の協働

姿勢を喚起する働きが必要である。いわば地域く’

るみの実践活動、運動など不断の努力を（子どもを

もつ家庭および子どもをもたない家庭も含めて）して

いかなくてはならない。前述のような電話相談を受

ける人は、「親として自分のしていることのひどさを

意識し、助けを求めてくるだけまだいい。そのこと

を気付かずあるいは語らぬまま密室で過ごしている

親子が心配だ」と言っている。従って行政施策の充

実と｛主民の参加協力の役割分担を、状況によっては、

育児産業関係者をも含めて考慮していくことが望ま

れよう。

　3．児童家庭福祉行政の現状と課題

　前述した懇談会報告書および厚生白書においても、

「児童が健やかに生まれ育つための環境づくり」の

必要性をうたっている。これらを受けて、14省庁に

よる連絡会議を設置し、さらに直接担当の省である

厚生省内に推進会議（子どもが健やかに生まれ育つ

ための環境づくりに関する）を発足させ検討を重ね

ている。こうした対策の基本的考え方に①出生率の

低下に対し、魅力ある子育てができる社会に向けて、

政府は積極的努力をする　②結婚や子育ては個人の

生き方、価値観にかかわる問題であり、その領域に

踏み込むことなく、結婚や子育てへの意欲をもつよ

うな社会環境づくりの視点にたつ　ことをうたって

いる。

　第1に、職業と生活の調和、子育ての負担の公平化

（子どもをもつ家庭とそうでない家庭間の）、男女共

同参加型社会の実現にむけて、長期的視野にたち、

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

総合的な施策を講じることを明示している。第2に、

子どもを生み育てやすい居住条件の確保、すなわち

公的賃貸住宅の供給の強化策等々、特に都市構造の

再編を含めて住環境の整備もうたっている。第3に、

家庭生活と子育て支援として、受験戦争の緩和をは

かり従来の画一的な教育から、児童の能力と適性に

対応可能な教育内容の多様化をはかること、子育て

に伴う経済的負担の軽減、妊娠・出産・子育てにつ

いての相談・支援体制の整備等々の具体化が組み込

まれている。

　以上、関係省庁の連絡会議および推進会議での検

討に基づいた「健やかに子どもを生み育てる環境づく

り」の総合的、長期展望にたっての計画的、段階的

施策化は、従来の行政の仕組みから相当むずかしい

現実があるのではないかと思われる。

　その具体策の第一歩ともいうべき平成3年度の施

策は、表1に示すところである。表に示す（新）は

新規事業であり、児童を取り巻く現況との絡みから

みると決して十分とは言い難い。新規事業を現状の

問題への対応とはいうものの、それを真に意味ある

ものとして機能させるためには、人材の養成と確保

が求められる。例えば、定員割れの既存の施設、機

関の活用、すなわち専門職員の経験を生かした新

規事業への活用という点は、一概に現時点の複雑多

様化した家庭ぐるみの児童問題への対応としての効

果的結果が期待しうるか否か疑問である。

　総合的施策として、そのネットワークの必要性は

唱えられ、考え方は理解しえても、それぞれの家庭

や地域の独自性を生かしつつ、個々の課題に当たる

ことのできる技術が必要である。従って「児童家庭
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福祉Jの施策遂行には、コミュニティーワークの技

術を専門的に身につけた実践家がより求められるの

ではないかと思われる。また各地域に設置されてい

る社会福祉協議会の活動専門員の質が問われ、さら

に既存の各施設専門職員の研修の内容の検討ととも

に、その体系化が急務といっても過言ではなかろっ。

　表1には、記載してないが、子育て支援関連サー

ビスを育成していくため、マタニティー・ヘルパー、

有料育児相談、会員制育児クラブ等の実態調査の実

施および、ベピーシ・ソター運営指導基準の策定に関

する調査研究事業が新たに加えられているDいわば

子育てを支援する民間サービスを健全に育成してい

くため、その実態把握・指導、振．興方策の検討を行

うことが明らかにされている。

　確かに子育て支援事業は重要であるが、児童家庭

福祉施策としては、労働、教育、医療、保健、住

宅などを総合的に横につなぐ機能をいかに創出する

かが、大きな課題である。さらにライフステージご

との施策も加え、地域を舞台に据えての施策の具体

化が真に望まれるところである。率直に言えば、現

時点の児童や家庭をめく’る問題現象は、ある意味で

従来のタテ割行政の狭間に惹起していた問題の集積

〔表1〕子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりへの取り組み

〔乏蒜㌶り巻く）
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●経と掃てのあ・坊‘二ついiO子どもや腿につい O「21世紀の子どもと家庭フォーラム」
ての国民的■U愉の展開　　　　：　て国民的論識の展開　　　　　　　　　　　　　．

　家庭や子育てについて、鏡　：O若いうちからの親意

　●地方シンポジウム

1葡●口際シンポジウム

砿ならポ駅社会、蛭i甑の澱 ㈲●大臣主催円卓会裁

など社会全体が関心を高め、　： （葡思春期における保健・福祉体験学習事倉〔ノニュー鞍）

甑的鎮鋤’展耐れるよi 1．961市町村
うな雰囲筑づくりを進める。　：　　　　　　　　　　　　　：

●子育てについての経済的支媛iO子育て矩への錨 O児童手当の充実（改正法案を国会に提出中）

子どもを持つ家庭に対する　：　　的支援 ●第一子に拡大
醗的妓搬して、髄手i当制度の充実を図る。　　　　：

　　　　　　　　　　　　　…

●3蔵未満に重点化
●支給月領／第1子・第2子＝5．000円　第3子＝10．（‘心円

．

●子育てについての相談・支撮iO子育ての相蚊・支援 O家庭支援相麟等事秦「子ども・麺10香」の拡充2（ト→25ヵ所

体観の強化　　　　　　　　　：　体制の竪儂 O子どもと傘庭データバンク亭藁
子育てについての正し噌i報を提供するとともに、不安：

O家庭養冑支援事震〔母子腱等児宣ショートステイ｝25→30ヵ所

㈲乳幼児健全尭違支撮相鎖指導事霞　　　　　　　71市町村

や齢を気軽に楠でき、まi （葡父子家庭等児童夜間養綬事素（トワイライトステイ）の網股

た、子育てに関して適切な支　： 310人

援が受けら情馴づくりをi O保育所や児茸鎗等における子育て相麟

造める　　　　　　　　　　： O保育所における育児欝座
…
：

情〕ひきこもり・不登校児童福祉対策モデル事票の劃設

　　●ふれあい訪閥｛20ヵ所）　●宿泊指導　　　　　〔20ヵ所｝
　　　　　　　　　　　　　　…●ライフステージに即した母子：O母子保健サービスの 　　●寧族療法　　（13ヵ所）　●養蔑施設内指導（58ヵ所｝

｛卸母子保健相駁指導事票　　　　　　　　　　1，961市町村

鑓対鯖の珪　　　i挟 O市町村母子保健メニュー事霧　　　　　　　　1．961　市町村

住民と最も密着した市町村　： 傷｝●思春期における保健・福祉体験学習事秦（醐｝

帥心にして、ライフステーi 膚1●母子栄養健康づくり事棄

ジに即したきめ綱かな母子保： O地域母子保健酬モデル】墜牢　　　　　　　　　　94　市町村
健サービスを母合的に実施し　i ！働乳幼児健全発達支援相校指導事集〔再掲）　　　71　市町村

ていく。　　　　　　　　　　： O周産期救危体創の充実

… （釦●ドクターカーの籔傭
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の結果ともいえるのではなかろうか。

　近年、わが国では文化的豊かさ、生きがいが強調

され「生活の質」が問われている。しかし現実には

その質の豊かさには程遠し㌔特に児童の生活の質は、

諸問題に象徴されるように下降線をたどっているの

ではないか。例えば、少子化は良育の機会が豊かに

なったとみるふしもあるが、それが受験戦争の過熱

化につながり、児童にとっては受難時代ともいえる。

どちらかといえぱ、従来大人や高齢者中心の生きが

いや自己実現の場づくりなどに焦点が当てられてい

て、児童の生きがい、つまりのびのびと遊べる環境

もなく、親をはじめ社会からせかされっ放しの生活

で、ゆとりや精神的豊かさはなかったのではなかろ

うか。

　わが国では、いまだ批准に至っていないが、「児童の

（1㌻認り壱《）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

権利条約」にもあるように、児童が権利の主体とし

ての存在を確保し、児童自身が主体的に参加し、社

会的認知の場で体験のできる施策を存分に打ち出す

べきである。例えば、国民的議論の展開のためのフ

ォーラムにしても、児童のフォーラムがあってもよ

いのではないか。また地域における健全育成対策の

充実をめぐって、遊び場づくりに児童の発想や計画

を取り入れるとか、健やかテレホン事業にも、高校

生の参加を得て、小・中学生の相談にあたる機会を

設けるなど、施策側も発想の転換をはかり、そのよ

うな状況をつくり出し、対応できる専門家の配置も

望まれよう。

　以上の諸課題を見直し、こなしつつ新たな発想を

盛り込んだ児童家庭福祉施策に取り組むべく、「児童

家庭福祉元年」のスタートを期待したいものである。

女性就労の増大

O仕事と子育ての両
　　　　　　　　⇒
　立困鷺

　　　　　　　　1地域の生活環境

o遊び場・遵び仲間

　の漣少

O地斌の逢帯彦田の
　　　　　　　　⇒
　希薄化

O自然とのふれあい

　の不足

　　　　　　　一
　基本的方向

”　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一一　．．一　　　　　　　一一一　一　　　　＾　　　一

　　　　　　　　　　　具体的対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊃

　　　　　　　　　　　　　；
●侮く女性の子育て支援として：O保育サービスの充実

の保育サービス碗実　　i　　從く女性の子育てを支援†　：る肋、姫な鱈ニヰ‘二i　対応したきめ細かな保育サー：O小学校低学年児童のビスの籏鋼る．　　i放職糖　　　　　　　　　　　　　：　　〔育児休叢等雇用環

　　　　　　　　　　　　　i　境の改釣

　　　　　　　　　　　　　…

　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　：

O乳児保育の充実　　　　　　　　　　　　　5．001→5。662ヵ所

僧｝保育所の保護者負担（保育料）の軽減

　　●保育所3人以上通所寧庭の保育肴の軽滅

　　●伺居祖父母の税額を保育科算定対象から除外

o一時的保育事婁の充実　　　　　　　　　　鋤→4印ヵ所

　｛葡●小学校低学年児童の受入れ

C噺しい保育サーピスの実萬」

　傷｝●長時簡保育｛残禽等に対応した夜1α痔頃までの保育，　　200ヵ所

　〔釦●企案委託型保育（企章が社会福祉法人に依託Lて行う漂

　　　夜・休日の保育〕　　　　　　　　　　　　　82ヵ所
頃凄働き家庭等の放疎後児童対策（兇童クラブ事剰　　2．966ヵ所

●地域におけ碓全轍対策のio遊びの環境鮪充実　　　　　　　　　i　　子どもたちがのびのぴと遊：

　び．さまざまな体験を通し．　i　自らの可能性を開花させてい：

　くことができるよう地域つくiO地域における健全育　りを遭める．　　　　　　：　成活動

　　　　　　　　　　　　　　…

　　　　　　　　　　　　　：i

　　　　　　　　　　　　　　…

　　　　　　　　　　　　　　…

　　　　　　　　　　　　　　…

　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　：

o児童厚生施般の聾筒
　　●児童館、児童センターの整嬉　　　　　　　　　弱ヵ所

　　●子ども自然王国（宿泊型県立児竃館）の整僧　　　2ヵ所

O子どもの遊び場づくり（子どもの町）の推造事婁　　　29ヵ所

　1靭●験埴児童健全育成塙股の整償助成　　　　　　10ヵ所

O母廻クラブ活動等の促進（補助対象の拡大｝　　　3、5？5ヵ所

O自然体験活動（自然とのふれあい）事章　　　　　200市町村

O地域交流｛子どもと老人とのふれあい）事業　　　300市町村

O都市児童健全育成事藁の推進

　　●民閲指導者養成事菜

　　●杖会福祉施設聞庭開放事薬

　　●乳幼児健全育成相談事薬

　　●†こやかテレホン事集

o児竃福祉文化財普及等事章
　　●児童朗巡回亭業　●子ども映圃祭

23



as ＠＠⑤⑤⑧＠o・

転換期にある養護サービスの
あり方これからの社会的難の方向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふく　しま　かf　お
　　　　　　　　　　　　　　姓会糎の家園長福島一雄

特 集

児童養育の新たな展開一

一
問われる社会の責任

　1．it護ニーズの複雑化、多様化とその背景

　今日の養護施設入所ケースからみると、養護問題

は複雑化・多様化の色合いが一段と深まってきてい

るといえる。この傾向は福祉の分野に共通する現象

であることから、現代の変動激しい社会経済の進展

と構造上の変化が、国民生活の上にさまざまな影響

を与え、そこから多様な、そして新たな生活問題を

発生させていることの現れであると考えられるe施

設現場で指摘する養護ニーズの複雑化・多様化は、

一つは親・家族問題とそこから生み出される子ども

の発達障害の問題に、二つには養護問題が一般家庭

の問題にまで拡大しているところからきている。以

下その点について簡単に述べてみる。

｛1｝as護ケースに現れる家族問題の特徴

　養護ケースにみちれる親の行動面、健康面、経済

面などの上で、次のような問題が特徴となっている。

　（ア）経済面の問題

　貧困、サラ金からの借金、劣悪な住居、無職、単

純労働、不安定就労などが多く、一般勤労者世帯の

平均所得と比較して、半分以下に満たない階層が多

数を占めているのが特徴である。

　（イ）健康面の問題

　精神病、精神薄弱、アルコール中毒、薬害中毒、

疾病など、健康上なんらかの障害を抱えている者が、

親、家族のなかに存在する。

　（ウ）行動面の問題

　拘禁中、ギャンブル、酒乱、家事・育児の放棄、

虐待・放任、怠惰、不和、異性関係など社会的な非

行ともいえる問題が現れている。

　こうした親・家族が抱える問題のなかで養育され

ている児童は、当然のごとくその影響から成長発達

が阻害され、多様な問題を家庭のなかで引き起こし

ている。

　（工）児童の成長発達の問題

　精神に問題がある児童、言語の障害、不登校、怠

学、孤立内閉、失禁、夜尿、神経性習癖、学習障害、

家庭内暴力、心身症、窃盗、火遊び、無断外泊、金

品持出、暴力などの非行の多様な問題がケースに現

れている。

　こうした児童を含めた親・家族の問題を列記する

と、同一家族で多様な問題を重複して抱え、まさに

多問題家族の特徴を網羅している。そしてその特徴

である、頑固なまで殼の中に閉じこもり、他人に対

する不信感をもち、他人の接近を嫌い、そして社会的
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非行といわれる問題行動を起こし、それも慢性化し

ている。このように養護問題の複雑化、多様化を示

しているのは、一つに多問題家族ケースの存在があ

るからである。

②養護問題の拡大

　養護ケースに現れる家族形態は生別父子家庭が目

立ち、母子家庭をはるかに凌駕している。またかつ

てはレアケースであった両親揃った家庭の出現も、

決して珍しくはなくなってきている。このことは養

養護上問題のある児童 昭和58年度全養協調査

1．シンナー吸引　（209） 6．待　　徊　　（378）

2．喫　　　煙　　（829） 7．異性交遊　　　（268）

　　一r・

灘

1
i
　
　
） 3．無断外出　　　（784） 8．窃盗・万引　　（1，563）

　計

5，462

（38．8％）
4．無断外泊　　　く660｝ 9．その他　　　　（139）

5．暴　　　力　　（632｝

10．登枚拒否・怠学　（60引 15．失　　　禁　　（296）

ll．孤　　立　　（410） 16．チ．7ク　　　（114）
　情

　緒
‘障

‘害

　等

12．内　　　閉　　（2留） 17．情緒不安定　　（1．40の

　計

4，g88

〔35．5％）
13．繍　　　黙　　（217） 18．自閉症　　　（61｝

14．夜　　尿　　（1．437｝ 19．その他　　　　（165）

20、宮語発達障害　（467） 25．内臓疾息　　　（9D

21．難　　　聴　　（70｝ 26．呼吸器系疾恵　（222）

　身
　体
1
6
　
害
‘
　
の
　
あ
‘
　
る
　
者

22．視力障害　　　（176） 27．皮膚疾患　　　〔394）

　計

1，842

（13．1％）
23．肢体不自由　　（83） 28．その他　　　　〔193）

踏．身体虚弱　　　（146）

29．てんかん　　　（2U） 32．拒　　食　　（4η‘精
‘神1的

　
障
1
害
‘

30．心身症　　　（36） 33．その他の精神障害（166）

　計

1，254

｛8．9％）
31．ノイローゼ　　（臼） 34．養護学級通学　（77D

身辺自立のはなはだしき遅れ（衣服の着脱、食事等｝　　（207） 207〔L5％｝

そ　の　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（310） 310（2．2％）

合　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14．073｛100％）

1聞題ある児童数6漫56名く児童罎数に対して20．7％）のうち複数回答

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

護問題が、もはや養育者の存在の有無とは関違しな

くなってきていることを示すものと考えちれる。

　養護ケースに現れる家事、育児嫌いの自己本位で

未成熟な親。夫婦不和が慢性化している夫婦関係e

親子の相互信頼関係が欠如し、依存の対象が得られ

ないことや、理不尽な心身への圧力によって、子ど

もが不安と緊張に苛まれているような親子関係。こ

うした家族関係の希薄化や、養育機能の低下は養

護問題を発生する家庭のみの問題でなく、一般家

　　　　　　庭にも見られる。養護問題を生み出す

　　　　　　家庭の延長線上に一般家庭の家族聞

　　　　　　題、児童問題の存在を指摘してきたと

　　　　　　ころだが、現在においては養護問題が、

　　　　　　文字通り特定の階層の特異の問題でな

　　　　　　くなってきているところまで多様さを

　　　　　　もってきている。

　　　　　｛3慶護ニーズの背景

　　　　　　　こうしたニーズの複雑化、多面化の

　　　　　背景は、要約すれば社会経済構造の

　　　　　変化に伴う家庭養育機能の低下に他

　　　　　　ならない。家庭の養育機能の低下に

　　　　　関係するキーワードとしてたびたび登

　　　　　場するのは、都市化、情報化、出生

　　　　　率の低下、少子化、核家族化、単身赴

　　　　　任、母親の就労、家庭・地域の教育力

　　　　　の低下、高学歴化、受験戦争、家庭機

　　　　　能の外部化など、枚挙にいとまがない

　　　　　ほどである。これらについての解説は

　　　　　割愛するが、こうした子どもと家庭を

　　　　　取り巻く環境要因が複雑に絡んで、家
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庭機能の上にも、そして子どもの成長発達面にも多

様な障害をもたらしている。

　現代の高度情報化社会にあっては、多くの者が

ストレスに苛まれており、それが家庭生活の上にも

深刻な問題をもたらしている。また、家庭生活の多

様化、価値観の多様性が家族間の連鎖をバラバラに

している。もともと核家族それ自体は、親族や地域

社会の支援なしには成立困難な家族形態である。だ

が現実には、そうした支援が期待できないで多くの

家族が孤立化し、多様な生活問題が噴出しており、

まさに“深刻で静かな危機”状況にある。

2．養護サービスの現状と問題点

　養護ニーズが複雑化、多面化してきている状況下

にあって、サービス内容、サーピスシステムが求め

られるのは当然なことである。だが、実態としては、

需給関係の上に大きなミスマッチが発生している。

％
oo　
1

90

80

70

出生率・養護相談件数・養護施設入所数の推移

昭
和
55

年

昭
和
60

年

昭
和
6
1
年

昭
和
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年

昭
和
63

年

平
成
元
年
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出生率の減少、少子化の影響もあって、児童福祉施

設の定貝割れが顕著に現れ、とりわけ乳児院、養護

施設等の入所施設がその傾向が著しく、定員充足率

が83％を割るなど施設運営に大きな支障をきたして

いる。定員割れの原因としては、出生率の減少の他

に、措置施設の枠組みの対応に終始し、弾力的な対

応に欠ける点が一つの要因でもある。多様なニーズ

が存在するにもかかわらず顕在化しないのは、子ど

もを積極的に施設に委託することを躊踏するところ

にもあるようだ。つまり、現在の施設の処遇内容、

サービス水準に対して、市民の信頼が得られていな

いことにもよる。

　現在の家族問題、児童問題の存在や、これからの

動向を予測するならば、これまでの施設入所を中心

とした施設養護中心の枠組みが、再検討されねばなら

ない時期にきているといえよう。少子化の影響を受

けて施設入所が減少している事実により、あたかも

児童入所施設の役割が終焉したかの見方もとれそっ

であるが、すでにふれたように多問題家族への対応

や、一般家庭の養育機能の低下による子どもの心身

の発達問題をみれば、養護ニーズはいっそう拡大し

深刻になるものと思われる。それが顕在化していな

いのは、相談機関の整備の遅れや、親族法や児童福

祉法などが時代にマッチしなくなってきているとこ

ろにあるが、施設機能が措置という枠組みにとどま

り、開拓性、創造性を失っているところにある。そ

こで、今後ますます拡大する多様な複合的ニーズを

もつ問題に対応するために、まずもって施設が社会

の信託に応えられるようなサービスを提供するとと

もに、専門的対応と地域的対応を軸にして、予防的



な機能も果たすことが必要である。

　また、社会的養護の一つである里親養護について

も、施設養護との連携と融合が叫ばれてはいるが、

横這いないし減少化の傾向にある。子どものニーズ

によっては、里親養護に期待したい子どもがいるが、

里親になろうとする者が少ないこともある。子育て

に価値を見出せないとか、住宅難、女性の社会進出、

教育費の経費負担など里親家庭を希望する者が少な

い状況にある。定員割れを起こしている施設側にし

ても、積極的に里親養護を活用することを考えず、

むしろ里親と競合する結果になっている。そのため、

欧米諸国に比較すると、社会的養護に占める里親養

護の比率は極端に低い。

　さらには社会的養護の新たなサービスとして、家

庭生活の体験不足、歪んだ家庭生活を体験してきた

子どもに、地域社会のなかで小集団による専門的養

護と、より家庭に近い養育環境を提供し、情緒安定

を図りつつ心身の成長発達を保障するグループホー

ムの導入の必要性が叫ばれているが、いまだ制度化

されていない。（東京都、横浜市など数ヵ所では施策

fヒされている）このように、多様なニーズに対応す

るためのサーピス提供が、十分果たされているとは

言えない現状にある。

　3．これからの養護サービスのあり方

　川地域社会に対する家庭養育支援

　家庭の養育機能の低下や子どもの環境条件が大き

く変わりつつある今日、子どもの健全なる育成を親、

家庭のみに期待しても困難になってきており、この

傾向はますます深刻化してくるものと考える。そこ

世界の児童と母性

　グループホームの食事風景

で、子どもが健やかに生まれ育つために、社会全体

で積極的に援助する方策を拡充していくべきである。

厚生省も家庭を支援しつつ、家庭の機能を強めて子

どもの健全育成を図ろうとする施策を広げつつある。

すでに単親家庭を対象とした家庭支援事業を実施し、

平成3年度より、父子家庭等児童夜間養護事業（ト

ワイライトステイ）を養護施設に創設させる予定を

している。行政施策が先行している向きもあるが、地

域住民の抱える生活上の諸問題を広く把握し、早期

の解決をはかるために、養護施設などが中心となっ

ても、積極的にサービス提供する事業を担っていく

方向をとるべきであろう。

　養護施設が担える事業として、以下のメニュー等

が考えられる。

　①子育てに関する親としての意識、知識、技術等

　の学習サービスの提供

　「子育てに自信を失いがちな親」「親になろうとし

ない親」が増加していることから、親としての能力

を高めていく事業で、子育てに関する講演会、学習

会、訓練事業、親子を入所させての実習事業。

②養育相談サービX

　養護問題、育児に関する相談、特に思春期児童の
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育成問題等について相談を受付け、相談内容によって

は、他の専門機関へつなぐ役割を果たすもので、電話

および面接による養護相談事業、養育相談事業など。

③単親家庭等に対する支援事業

　父子、母子家庭においては、仕事と育児の両立に

支障をきたすことが多いことから、多様なサーピス

メニューが考えられる。

　緊急一時保護事業（ショートステイ）

　夜間型学童保育事業（通所養護｝など。

　④地域児童の健全育成サーピX

　少子家族化は、子どもが社会化する過程で人間関

係の学習機会を失ってしまっており、自己本位の行

動傾向を生み出す。子どもたちに集団体験を学習さ

せる機会を与え健全育成に寄与する必要がある。

　集団活動体験事業……子ども会活動、キャンプ活

動等。

　⑤訪問養護サービス

　単親家庭等を中心に家事、育児サービスの援助事

業を提供する。

　②専門施設として機能拡充

　現在、養護施設へ入所してくる児童の多くが、情

緒障害的な問題を抱えており、そtLが不登校や非行

問題となって現れている場合がある。また他業種施

設などとの境界線にある子どもも多く入所している。

このように、すでに養護施設の対象児が従来とは大

きく様変わりしてきているところがある。平成3年

度予算において、不登校児童を専門に受け入れるた

めの施策化が行われる。こうした動きは、養護施設

をより専門的な施設として位置づけようとしている

期待の現れであり、今後いっそう進展するものと考
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えられる。

　さて養護施設のより専門施設化を図るということ

は、養護施設を専門分化し、よリ細分化するという

考え方ではなく、養護問題の対応のほかに治療教育

的機能を付加させることであるという考え方である。

それも地域社会のニーズ把握のうえに、どのような

専門的なサービス機能を付加させるかを決定し、い

くつかの施設が存在する場合、施設相互の協同にお

ける役割分担も必要である。また、地方型施設のよ

うな場合には、一施設が多様な専門サービスを提供

するよう専門統合化することも考えられる。

　また、多様なニーズに多様なサービス対応を図る

ためにも、里親養護やグループホームでの養護を拡

充していくことが肝要である。これまでのような施

設と、里親養護などの社会的養護の受け皿とが対立

することではなく、融合と協働が必要である。その

ためにも養護施設の専門的機能を確立していくこと

が欠かせない。

　養護施設が今後の展望の上にたって発展するため

には、多くの乗り越えなければならない困難な課題

や、条件整備が必要であることは言を待たないこと

である。だが、基本的には仕会から信頼される専門

施設として積極的に利用され、また養護問題の発生

を未然に子防する役割を果たすために、地域福祉の

なかで貢献する自覚をもつべきである。

　これまでの養護施設の発展の歴史をふりかえれば、

いつの時代においても、その時代の社会的ニーズに

応え、開拓的・創造的努力を払ってきた歴史である

ことを認識し、新たな養護施設の進むべき道を求め

て切り開いていきたいものである。
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　1．広がる育児産業

　自給自足から市場経済の発展へと社会が進むにし

たがい、育児産業が芽生えてくる。そして、生活水

準の向上、家庭機能の変化とと！Jに、それは多様化

し、拡大してきた．．今日、出産、そして育児のプロ

セスにおいて、ミルク、離乳食、オムツ等のベビー

用品を始めとして、年齢、発達段階に合わせた子ど

も用衣料、生活用具、遊具、子どものための本や映

画、ビデオテープ等の文化財、そして子育て中の親、

とくに母親のための育児情報誌は、多様化した育児

産業の典型であり、あふれるばかりの供給体制にあ

るといっても過言ではない。

　育児産業の多様化は、ファミリー産業や家事代行

業の浸透とも結びつき、ひいては、育児の最も基本

的な部分である養育機能そのものを親に代わってサ

ー ビスしようとする、いわゆる育児代行業の浸透に

よって、さらに拡大する傾向が見られてきた，

　育児代行業の典型としては、ベビーホテル業およ

びベビーシッター業をあげることができる。これら

育児代行業が拡大する傾向については、一般的に首

をかしげる人々も多く、そのマイナス面を重視して

指摘する声も多く聞かれる。委託する親に対しては、

親の育児態度の面とかかわる指摘が多い．すなわち

育児代行、家事代行サービスの普及によって、家庭

生活の一部あるいは生活そのものに、自ら手をかけ

たりかかわることなく、金銭的に解決できる面が一

層広がりだしていることへの危惧である。また業界

に対しては、その営業方針とかかわる、すなわち子

どもの立場をおろそかにした営利本位の企業が進出

することへの危慎である．

　10年以上前の昭和55年3月、現国会議員の堂本暁

子氏が取り上げたべピーホテ’レの実情に関するマス

コミキャンペーンは、二れら企業が内包する問題点

を浮き彫りにし、児童福祉の面からだけではなく、

広く社会的に高い関心を呼んだことは、まだ記憶に

新しいところである。これをきっかけにして．その

後、国は毎年ベピーホテルに関する実情調査を実施

しており、行政機関は、必要な指導を行うことがで

きる体制が取られている。これらの経過もあって、

育児産業に関する一般的なマイナス・イメージは今

日もなお無視できないものがある，しかしペビーホ

テル問題は、その一方、拡大する保育ニーズに対し

て、福祉制度上の保育資源による対応が不十分な面

をこれら育児産業が補っていたなかで生じたことも
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重要な背景であった。

　2．育児の単相化と保育ニーズ

　著しい変貌を遂げる今日の社会・経済の動向のな

かで、都市化、地域内人間関係の希薄化、核家族化、

少子化等々の「……化」現象がもたらすさまざまな

影響は、育児環境を否応なく揺さぶり続けてきた。

この「……化」現象がもたらした育児環境の変化を

端的に表現するものとして、筆者は「育児の単相化」

という言葉を用いている。それはすなわち、地域内

人間関係や、多世代にわたる家族関係が希薄化、縮

小化した結果、それまで親以外の人々によっても複

相的になされてきた私的な養育の機能がほぼ両親に

集中し、両親の養育の比重が非常に高まってきた傾

向を言う。なかには、確かに育児そのものが苦痛で

あり、できるかぎりそれを避けたいという意識を強

くもつ親も見られるが、しかし、あらゆる面で育児

の責任を問われ、育児の負担を求められている親、

とくに母親の厳しい実情は、育児の単相化が一層進

行するなかで、ごく一般的な家庭にも見られるよっ

になった。さらに女性、母親の就労や社会進出の機

会の増大は、単相的育児環境では、必然的に直載的

に多様な保育ニーズに即結していく。

　断続的に、一時的に日中の保育に欠ける状況は、

働く母親は言うまでもなく、就労の有無にかかわη

なくさまざまに生じる。複相的育児環境は、これに

柔軟に対応できるが、しかし今日のような単相的育

児環境では、私的な保育サポートは極めて限られ、

公的な保育制度上は保育所以外にさしたる保育資源
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が存在せず、上述のような育児代行サービスがその

間隙を埋め、あるいは梢極的にその需要をつくり出し

ているのが実情である。いわば今日的な育児の複相

化へのニーズを受け止めて、企業によるサービスと

いう方法でその役割を果たしている側面がある。

　これらの動向を踏まえずに、一方で社会通念とし

ての“育児は母親の手で”ということのみにこだわ

り、それを求めることは、結果的には両親、とりわ

け母親の育児上の責任をより一層求めることとなり、

親の育児上の不安や、育児への拒否感情を逆に助長

させかねない。また他方で、これら育児代行サービ

スのマイナス面のみにこだわり、それを否定するこ

とは、このような社会の潮流のなかで、良質の保育

サービスを提供している育児産業が育つことすら抑

制することになりかねない。

　近年、再びそして従来にも増して育児代行サービ

スが普及しつつある背景を考慮するならば、これら

のサービス事業が、保育サービスの一環としての役

割を果たしつつあることにも十分配慮する必要があ

ろう。いわゆる無認可保育所やベビーホテル、ベピ

ー シッター等を子どもの育成に関する社会的責任ひ

いては公的責任との関連で、保育資源の一角として

積｛亟的に受け止める必要性が、とくに近年生じてきて

いると思われる。

　3．保育サービス

　保育サービスは、今日さまざまな態様で進められ

ている。これをまとめると、おおむね表1のように

なる．わが国の保育制度は、この表の家庭外保育



の施設保育に位置づけられる保育所を核としており、

他の国々に多く見られる家庭に委託する保育（家庭

的保育）は、国の制度上全く見られず、一部の地方

自治体において、家庭福祉員、家庭保育福祉員、昼

間里親等の名称で、保育ママによる保育サービスが

公的に行われている程度である。わが国の公的保育

サービスの特徴は、母親がほぽ毎日、日中の大半を

労働や勤務に費やしている場合の保育ニーズに最も

対応していることである。そして、児童福祉施設の

一つである保育所は、それに最もかなう施設としてわ

が国の保育サービスの大半を担ってきた。

　筆者は、諸外国のさまざまな保育の動向について

調査研究を進めてきた一人であるが、わが国のよう

に集団保育を基本とした保育資源のみを中核にして、

〔表i〕保育サービスの態様

家庭内保育

児童の居住す

る家庭を本拠

にして．訪問、

住込み、同行

して保育する

家庭外保育

児童を家庭か

ら施設や他の

家庭に通わせ

て預かり、保

育する

A訪問保育

　（a）ベビーシッター

　（b）ヌ匡胞i保母（保育ママ）

B住込み保育’同行保育

　（a）ベビーシッター

A施設保育

（a）保育所

　（b）保育施設（無認可保育所、

　　児童館、保育センターベ

　　ピーホテル等）

B家庭委託保育（家庭的保育）

（a）家庭保育所・室

（b）家庭保母〔保育ママ）
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しかも働く母親の子どものみを対象として保育制度

を運用している国は、いわゆる社会主義圏と呼ばれ

てきた国々を除けば極めて珍しい。一時的に、ある

いは日中短時間働く母親は言うまでもなく、両親が

共働きであると否とにかかわらず、日常生活におけ

る活動や人間関係、冠婚葬祭や親のリクリエーショ

ン等のために、子どもを誰かに預けなければならな

い場合、これまでの保育資源の対応のみでは単相的

育児のデメリットが一層露出しやすい状況になる。

親は、広く育児産業をも包む保育資源を求め、有料

のしかも高額の保育サービスであっても子どもを預

けることになる。近年の女性の社会での活躍、職種

の多様化、勤務や活動時間の多様化は、今後ますま

すこれまで以上に切実な保育ニーズとなって浸透し

ていくことが十分に予想される。

　4．ベビーシッターによる訪問保育サービス

　ここ数年の間に普及し始め、また社会的に注目さ

れるよっになったべピーシッター業の進出は、この

ような時代や社会の変化に迅速に応じた保育サービ

スの多様化の典型である。ベビーシッター的な保育

は、保育資源としては最も歴史の古いものと言って

も過言ではない。わが国を始め、いわゆる乳母等によ

る訪問保育、住込み保育は、主に貴族や上流階級に

おいて近年まで続けられてきたし、また今日におい

てもさまざまな態様で多くの国々で行われている。

家庭内保育に従事する人々の名称や職務は、それぞ

れの歴史を持っているが、国際的にはナニー（Namy：

日本語では乳母という名称に最も近い）として総称
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